
上情個公運第４号  

令和７年１２月２６日  

 

上尾市長  畠山 稔 様 

 

   上尾市情報公開・個人情報保護・公文書管理運営審議会 
会 長  渡 辺 英 人 

 

   令和７年３月３１日に保存期間が満了した行政文書のうち保存期間が１年である

文書等の移管及び廃棄に関する意見聴取について 

 令和７年７月２４日付け上総第４８８号で諮問があり、令和７年１１月１８日付け上

情個公第２号で継続審議としたことについては、当審議会における審議の結果、下記の

とおりとすべきものと認めたので答申する。 

記 

 １ 移管の措置及び廃棄の措置 

   実施機関は以下の文書については移管の措置及び廃棄の措置を変更し、その他の

文書については諮問のとおり移管の措置及び廃棄の措置を取ることが適当である。    

NO. 行政文書ファイル名  変更前  変更後  理由  

3348 新型コロナウイルスワクチン接

種支援業務資料（全般）  

廃棄  移管  選別基準別表３

の１０に該当。  

  


